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勝山市農業委員会 



会議の概要 

事務局長  ただいまより、８月の定例農業委員会を開催いたします。 

 

事務局長  本日の会議ですが、８番 吉川豊委員は所用のため遅刻する旨の届出がありました。

４番 久保晴空委員、６番 齋藤ひと美委員は所用のため欠席する旨の届出がありま

した。  

 

事務局長     それでは、会長よりごあいさつを申し上げます。 

 

議長     （挨拶省略） 

 

議長       それでは、本日の会議に入ります。 

  はじめに事務局より８月分の経過報告を申し上げます。 

 

事務局  それでは、８月分の経過報告を申し上げます。 

         

議長  事務局の報告はお聞きのとおりです。 

なにかご意見、ご質問はございませんか。     

      

議長       議事に入る前に先月の定例農業委員会で、次月報告することとなった案件について、

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局      それでは、先月現況証明で●●さんの土地について家庭用の野菜を栽培していると

いうことで「家庭菜園は農地であるかどうか」について説明します。判決として農地

でないというふうにでていますということを申し上げたのですけど、その際に、詳細

であるとか明確に書いてあるものをということでお話がございました。今回、一枚書

類を用意させていただきましたが、インターネット等で判決文とか詳細について確認

して探しましたが、その具体的な事例をこういうときのために判決が出たものが見つ

けられませんでした。実際には、最高裁で昭和２４年５月２１日番号２４の（オ）の

１７号で出ていることは間違いなくわかりましたが、その時の詳細については確認で

きませんでした。インターネットで家庭菜園の定義を検索したところ、今回出させて

いただきました農水省が作ったもので PDFでありましたので、こちらのほうを参考に

していただければと思います。農地取得にかかる基礎的知識というもので、許可が必

要となる農地、採草牧草地とは、農地というのはマーカーがしてありますが、耕作の

目的に供される土地とされています。耕作とは、土地に労働及び資本を投じ、肥培管

理を行って作物を栽培することです。わかりやすく言いますと、耕うん、整地、搬入、

かんがい、排水、たい肥、農薬散布、除草等を行い、作物を栽培している土地という

ことで、例で田、畑、果樹園等書いてございまして、いつでも耕作できるような耕作

放棄地も農地ですとなっています。 

そこで農地でないものとして、家庭菜園というふうに挙げられています。家庭菜園 



も明確な㎡であるとかどういう状態の時のものとか探しましたが、農林水産省が決め 

ているものは見当たりませんでした。けれども、小面積でありかつ塀に囲まれて住宅 

敷地と一体となっている場合、家庭菜園とみなすというような記載がありました。 

こちらのほうで家庭菜園というのは農地でないということで●●さんの場合も家庭 

用野菜を植えている住宅敷地と同様にあるものということで御理解いただければと思 

います。  

 

議長       このことについて何かありませんか。 

  

13番       規模は関係ないのですね。 

 

事務局      規模は書かれていません。  

        

議長       販売目的であったらだめということですね。  

 

事務局      はい、そうです。 

      

13 番     いちばん難しいのは、家の横に田んぼの隣に畑がある場合、家庭菜園というか自分らが

食べるために作っている家庭菜園と位置付けるか、あくまで田んぼ、畑にするか難し

いところだと思います。町の中で家、敷地があって塀があってその片隅に少しやって

いる場合が家庭菜園かなと気がするのですがね。家の横にある田んぼに植えてある、

自家用野菜を家庭用菜園というと語弊にあたるかなっていう気がしないでもないけど、

その線引きが難しいところですね。 

 

議長       そうですね。一般的に、家の横に３畝、５畝の田んぼがあっても茄子や芋を作って

いると転作だという見方もありますよね。こないだの話のようにこれぐらいしかない

というのは家庭菜園としたほうが正しいのかなと思います。 

 

議長       他にないですか。ないようですので、次に本日の会議録署名委員ですが、９ 

番、伹川 よし子委員、１０番 辻総八郎委員の両名にお願いします。 

  

議長      これより議事に入ります。 

  

議長       次に日程第１ 議案第１３号 農地法第３条の規定による許可申請認定についてを 

 議題といたします。事務局から説明を願います。 

 

事務局  それでは、議案第１３号 農地法第３条の規定による許可申請認定２件について説

明いたします。 

（議案説明省略） 

 



議長  このことについては、現地確認をしていただいた委員から説明をお願いします。 

 

10 番      １番についてですが、平泉寺の●●さんの件ですが、平泉寺の真ん中に位置し、住宅

地図どおり３８－１，３９－２に住宅があり、３８－甲、３８－乙まで引き続き３４

の方も管理されており、３８の甲乙の方から畑がつながっていて里芋などの野菜を作

っています。今回の３４の方も全部ではありませんが、一部畑として利用されている

状態です。 

 

13 番      ２番について報告させていただきます。資料６ページ写真を見ていただいたとおり、

公図上は一筆で線が入っていますが、現在自分で田んぼ一枚を改良しています。水路

も全部付け替えているためどうしようもありません。そのため、新しい水路を青道と

して勝山市に移し、今まであった水路を勝山市から買うとのことです。大きい田んぼ

をしているので維持、管理できると思います。 

 

議長       代替えの水路は付いていますか。 

 

13番      きれいにして、代替えの水路は付いています。 

        地目は本人が直さなければならないですができない状態です。 

 

事務局長     ８４１－６左上は宅雑となっていますが他は農地になっています。全体が田となっ

ているのでこちらからも地目変更しておくように指導しておきます。 

 

議長       それでは議案第１３号について採決いたします。議案第１３号は、原案のとおり承

認することにご異議ありませんか。 

         （異議なし） 

 

議長       ないようですので、議案第１３号 農地法第３条の規定による許可申請認定につい

ては原案のとおり承認することに決しました。 

 

議長       次に 日程第２ 議案第１４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請意見の

送付についてを議題とします。事務局から説明願います。 

 

事務局  それでは、議案第１４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請意見の送付に

ついて２件説明いたします。 

（議案説明省略） 

 

議長      それでは、現地確認をしていただいた委員から報告をお願いします。  

 

10 番      周辺の畦はコンクリート基礎で覆われていました。排水路もあり、現況は耕作をされ

ておらず雑草が生えたままの状況でした。申請の後、計画のものがちゃんと立てられ



るか栽培されるか、今後確認が必要だと思います。 

 

議長       申請に関する添付書類に変更があったということで、本日は、書類提出していませ 

んが、営農計画書等の提出が事務局にありました。今回、太陽光発電の脚だけの部分 

が農地転用の面積ということになります。ただし、これは一時転用ですから、３年に 

１回再申請をすることになっていますし、太陽光発電の下で農業をすることになって 

いますので、経営状況の報告についても１年に１回することになっています。そのこ 

とを申請者に説明し、理解したうえでの申請書の提出ですので、ご審議のほどよろし 

くお願いいたします。 

それでは、事務局の説明に対して、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

3番       ●●さんの農地は勝山に全部で何反ありますか。 

 

事務局      ●●さんが勝山で持っている農地は、旭毛屋町と毛屋町、下毛屋町で、全部で１６

筆。共有の土地を含めてあります。こちらは、相続で取得されたとのことです。合計

面積は全部で７反あります。 

 

3番       住所は鯖江ですね。自分で作ってないってことですよね。太陽光発電の計画をしてい

ますが、維持管理はどうするのですか。 

 

事務局      法人かたせに預けています。全部ではないですが、広い形の良いところを法人に預 

けています。 

 

職務代理     サカキは自分で栽培するということでね。 

 

18番       毎年２月末に報告書を提出するということですが、これはどのようなものですか。 

 

事務局      計画に沿って作業を行った場合、収量はどれだけあったか、どこに出荷し、どのく

らいの金額になったかなどの収支決算的なものになります。 

   

18番       何に対して８割を下回らなければ問題ないのですか。 

 

事務局      通常その地域で同じような気候、同じような条件の田での平均的な生産量を１０割

とし、営農型になったということで２割分だけ減るのは許可できるという基準になっ

ています。営農型太陽光発電の下での、農作物の栽培は平均の８割分は超えないとい

けないというふうになっています。 

 

8番      売電のほうもあわせて報告するのですか。 

 

事務局     売電については、報告はいりません。 



         平均的な単収については、専門家の意見書が必要となっております。コメなどの場

合は、農協にて意見書を提出してもらいますが、サカキの場合は一般的なものではな

のなく、農協では取り扱うことができないので、石川県の花ともの●●さんが専門で

やっているというところで意見書をかいてもらっています。 

 

8番       計画通りにしていない場合、どうなるのですか。  

 

事務局      一時転用で３年に一度の申請となっていまして、毎年報告書をあげなければなりま

せん。その報告によって基準を満たさない場合は、営農型以外の分の農地の状況を変

えてしまっている場合、撤去命令が県から出るということになります。撤去費用につ

いてもどれくらいかかるかということも、申請の際に見積もりを出して、金額に含め

ることになっています。 

 

事務局      先ほど質問がありました●●さんの勝山市の所有する農地の面積は、約７反です。 

 

8番       サカキは毎年植え替えするものなのか。それとも森林のようになるのか。農作物に含

まれますか。 

 

事務局長     花木になるので農作物に含まれます。 

 

議長  そのほかご意見、ご質問等ございませんか。 

 

議長  ないようですので、これより、議案第１４号それぞれについて採決いたします。 

         議案第１４号は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

 

議長       異議がないようですので、議案第１４号 農地法第４条第１項の規定による許可申 

        請意見の送付については、原案のとおり決しました。 

 

議長       次に 日程第３ 議案第１５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請意見送

付についてを議題とします。事務局から説明願います。 

 

事務局  それでは、議案第１５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請意見送付につ

いて３件説明いたします。 

（議案説明省略） 

 

議長      それでは、現地確認をしていただいた委員から報告をお願いします。  

 

13 番       まず１番目ですが、資料１３ページをみていただくとわかりますが、三角の形をし

た道路と水路に囲まれた場所です。道場をやめまして今回処分したいとのことで●●



さんから話がありました。２番目は、場所的には水芭蕉の反対側で耕作されていない

場所で●●さんの土地から１．５ｍ位低いところにある土地でありまして宅地するの

も大変かなと感じました。こういうことで申請がありましたが、やむを得ないかなと

思います。 

 

10 番      ３番目、●●●●●●●について、住宅地図の図面を見ていただくと登記簿上５筆に

またがっています。写真から見る限り、道路があり、既存建物が建っていること、地

番１１に関しては、２１ページの写真の上の奥に写っている山林も１１番に含まれて

いると考えています。これは所有者に確認するように事務局にお願いしています。ピ

ンク色の申請地については、２２ページの写真の畦の柵の部分までかなと思います。

面積の定めは実測的には難しいと思われます。実質は現在前の既存建物の裏に田んぼ

が２筆に分かれている形になっています。そのうちの上の段の１筆を今回５条の水田

に、里芋を植えるとのことであがってきたと思います。昔自分でやったのか個人で土

地改良をしたのか分かりませんが、分筆、加筆がされてないので公図上字境がはっき

りしません。現況の田んぼの畦と土手の境目が分かりません。奥のほうに関しては、

登記簿上奥１０ｍほど山のほうにはいった所が字境になるのかなと見ています。現在

は、稲が植わっています。許可が下りれば、建てられる状況になるのかなと思います。 

 

8番       ●●さんはどういう会社ですか。 

 

事務局      法人の登記事項証明書と定款を提出していただいていますが、その中に電気工事業、

建設工事業、土木工事業、産業廃棄物収集運搬業の事業をされているとなっています。

実際に現地を確認した際には、産業廃棄物収集置き場ということで看板許可書みたい

な看板と共に置き場がありました。 

  

3番       ●●●の件で、昔と現状が違うということで、最近土地改良したとか区画整備したと

かきちんと出来てないというのはどういうことですか。 

 

議長       周りは土地改良されているのですか。 

 

事務局      土地改良はされてないです。 

 

事務局長     たぶん、個人かわかりませんが自分らでしたのかと。横とか１１とか前の県道沿い 

は少し高かったです。それを削って合わせたという状態で、今●●●が担当となって 

います。これについては個人でやったということで公図とは全然合わないですが、今 

回の申請は代証人が入って測っていますので、ある程度しっかりしていますのでだい 

たいこのような配置となっています。 

 

3番       ピンクの周りの部分は●●さんの所有のものですか。 

 



職務代理     ７－甲、８－１、１１地目変更しますよね。最終的にはどうするのか聞いています 

か。 

申請にあげてきたということは、田んぼに残すということですよね。許可もらっ        

て埋め立てして登記上放置しておくのかそのあとどうするのか。もう二度と田んぼ        

にしないと思いますが…。先ほどの４条申請と違って農業する場所だけど生産物は        

しない、埋め立てたところは全部を一つの字番にしてするかやり直すか。このままい

けば、当然７－甲の３９３㎡のうち２８２㎡は宅地か雑地。田では、現況では田には

ならない。そこは、指導したほうがいい。●●さんはどうするのか。 

 

事務局長     例えば７－甲であれば以前の既存建物が入っているということで、以前許可してい

る部分もあります。それで今回、また入れてきたわけですけど、これらについては代

証人にきちんと合わせるようにこちらからも指導しています。●●●が１１番につい

てはすぐ分筆してすぐ出来るのかというと、その辺は難しいですけど、７－甲、７－

２、７－３全筆ですし、出来るところから始めて、分筆するところは協議のうえ進め

るように指導していきたいと思います。 

 

事務局      ２０ページの公図で写っている番号が付いている土地は、ほとんど●●さんの土地

であって、うつっている中で申請地８－１、１０－３は、●●さんです。５－１は、

●●さんの登記現況共にため池となっていますが、こちらのほうだけが違う方の土地

ということで、それ以外は、●●さんの土地となっております。 

 

10番       ６－１、１２－１の所有者は誰になっていますか。 

 

事務局      ６－１、１２－１も●●さんです。こちらのほうは、登記現況に農地が含まれてい

ないということで今回からの申請からは、外しています。 

 

10番       進入路がほしいですから、６‐１を通りますから無償提供地ですね。 

 

事務局      ６－１については、もともとここが山だったことから登記が山林になっておりまし

て課税地目として宅地介在雑種地としてなっています。 

 

10 番      今回の農地転用の申請の対象外ですから、これをみると道路ですので、ここを通らな

いと行けませんからそれは借用するということですね。 

 

事務局      そうだと思います。 

 

3番       ９、１０－１も田んぼになっているのですか。 

 

事務局      ９は登記では畑です。１０－１は、登記現況共に田になっています。２２ページ下

の写真が１１の公図で言う右上の直角のところから８－１の方向を向いて撮った写真



で、田んぼになっていて、一番奥に鉄柱みたいなものがありまして網のようなものが

ずっと横にさげられているところまでが田んぼとなっています。２枚目の田んぼの奥

側がこんなふうに鉄柱が建っていて柵のようなものがされているというところです。  

今回、真ん中部分を申請しているという図になるのですが、先ほど委員が言われたよ

うに今の申請地が一枚の田んぼでもうひとつ８－１と９と１０－１を含め、二枚目の

田んぼがありますが、法人としては二枚とも申請したかったそうですが、代証人との

話し合いの中で、二枚で農舎を建てると場所としては広すぎるというような話があり、

一枚で済むのではないかということで、道から近いほうで７－甲の申請地を除いた部

分についても農舎が建っているということで、そちらにかためたような感じで今回の

申請地を手前のほうの一枚の田んぼを、きりよく話し合いで決定されて、農業委員会

に申請が上がってきたと代証人から聞いております。 

 

議長       基本的には、分筆して余ったところは、田んぼが作れるということですか。 

  

事務局      下の一枚８－１の残りの部分については、田は作れます。来年は、法人に●●さん

が預ける形にすると聞いています。１１は、申請に含まれない部分は木とか草とかが

うまっている部分になりますので、田としてはつかえません。 

 

議長  何かほかにございませんか。 

 

議長  ないようですので、これより、議案第１５号それぞれについて採決いたします。 

        議案第１５号は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

 

議長       異議がないようですので、議案第１５号 農地法第５条第１項の規定による許可申

請意見送付については、原案のとおり決しました。 

 

議長       次に 日程第４ 議案第１６号 農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計

画変更申請意見の送付についてを議題とします。事務局から説明願います。 

 

事務局  それでは、議案第１６号 農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更

申請意見の送付について１件説明いたします。 

（議案説明省略） 

 

議長  それでは、現地確認をしていただいた委員から報告をお願いします。  

 

10 番       事務局から説明がありましたとおり、２５ページの図面を見ますと、８番は８、９

割方終わっているという状況でした。それから９番につきましては穴をあけて地面を

掘り下げて砂利採取が済んだという状況でした。それと今回変更申請がありました 

１０番ですが、これは現在写真にありますように３枚に分かれている田んぼ、今現在 



稲が植わっている状況です。これについてはまだ田んぼの状況でその隣の少し三角に 

見えますとこは１番の完了がすんで、地ならしもきちんとすんでいる状況でした。現 

況を見た限りは、ここは田んぼがすんでからまた穴を掘るのかなというふうに考えて

います。 

 

議長  以上、お聞きのとおりですが、この件についてご意見、ご質問等ございませんか。 

 

議長  ないようですので、これより、議案第１６号それぞれについて採決いたします。 

         議案第１６号は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

 

議長       異議がないようですので、議案第１６号 農地法第５条第１項の規定による許可後 

の事業計画変更申請意見の送付については、原案のとおり決しました。 

 

議長       次に 日程第５ 議案第１７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画の決定についてですが、今回の議案は職務代理ご本人の案件

ですので、農業委員会等に関する法律第２４条の規定により職務代理には退席をお願

いします。それでは事務局から説明願います。 

 

事務局  それでは、議案第１７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画の決定について１件説明いたします。今回は所有権移転です。 

（議案説明省略） 

 

議長       それでは、現地確認をしていただいた委員から報告をお願いします。  

 

13 番       皆さんもご存じのとおり●●さんは認定農業者で頑張って農業をやっておりますの

でそれに応えたいと思います。 

 

議長  以上、お聞きのとおりですが、この件についてご意見、ご質問等ございませんか。 

 

議長  ないようですので、これより、議案第１７号それぞれについて採決いたします。 

         議案第１７号は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

 

議長       異議がないようですので、議案第１７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項 

の規程による農用地利用集積計画の決定については、原案のとおり決しました。 

 

議長       次に農地法第３条の３第１項の規定による届けについて報告をお願いします。 

 

 



事務局      それでは、農地法第３条の３第１項の規定による届けについ報告いたします。 

         (説明) 

 

議長  このことについて何かありませんか。  

 

議長       次に農地法第１８条第６項の規定による通知について報告をお願いします。 

 

事務局      それでは、地法第１８条第６項の規定による通知については、議案の中で関連して

いるので報告させていただきましたので、報告を省かせていただきます。 

         

議長  ないようですので、次に各関係機関（議会、土地改良、JA）から何か報告事項はあ

りますか。 

  

議長       本日の議事は以上でございます。つづきまして、次回の定例農業委員会について事 

務局より説明願います。  

 

事務局  次回の農業委員会は９月２８日、水曜日、午後１時３０分、第１会議室での開催と

なります。 

 

議長   それではこれで８月の定例農業委員会を終了いたしましたので、職務代理が閉会の

ことばを申し上げます。 

 

職務代理  それではこれで、８月定例農業委員会を終了いたします。最後まで慎重審議を賜り、

ありがとうございました。 
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